
いっちゅうマルシェ 出展者募集要項 

１．名称 

いっちゅうマルシェ 

 

２．目的 

「いっちゅうドンパ！2026」の開催に合わせ、クラフト、手づくり品、雑貨、農産物、地

域物産等の販売・PR を行う場として「いっちゅうマルシェ」を実施し、地域のにぎわい創

出と産業・創作活動の振興を図る。 

 

３．主催 

一戸町産業まつり実行委員会 

 

４．日時 

令和 8年 6月 27 日（土）　15:00～20:00 

悪天候等によりイベント本体が実施できない場合は、令和 8年 6月 28 日（日）に延期す

る。 

※延期または中止の判断は、当日 13:30 までに主催者が行う。 

 

５．会場 

一戸中学校 校舎前スペース 

 

６．募集数 

20 店舗程度 

※町内外を問わず募集する。 

※申込多数の場合は、出展内容、会場配置、安全面等を考慮し、主催者が出展者を決定す

る。 

 

７．出展料 

無料 

 

８．出展区画 

1 区画あたり、原則として 2.5m × 2.5m 程度とする。 

※出展場所は主催者が指定する。 

※通路及び隣接区画にはみ出しての販売、展示、荷物の設置は行わないこと。 

 

 



９．出展対象 

次に掲げる品目等の販売・PR を行う個人、事業者、団体等を対象とする。 

 

10．出展にあたっての注意事項 

次に該当するものは出展できない。 

・ 法令に違反するもの 

・ 公序良俗に反するもの 

・ 危険物 

・ 火気を使用するもの 

・ 学校会場にふさわしくないもの 

・ その他、主催者が不適当と判断したもの 

 

11．ワークショップ・体験ブース 

ワークショップや体験ブースの出展は可能とする。ただし、刃物、工具、接着剤、塗料、

電気機器等を使用する場合は、申込時に内容を記載すること。 

火気を使用するワークショップは認めない。 

 

12．火気・電気の使用 

火気の使用は認めない。 

電源が必要な場合は、原則として出展者がポータブル電源等を準備すること。発電機を使

用する場合は、事前に主催者へ申し出ること。 

 

13．出展者が準備するもの 

出展に必要な備品等は、原則として出展者が準備する。 

例: 

テント、テーブル、イス、商品陳列台、看板、照明、釣銭、包装資材、ごみ袋、雨天対

策用品、ポータブル電源等 

屋外会場のため、テントを設置する場合は、必ずおもり等で固定すること。 

 

 区分 内容例

 クラフト 木工品、布小物、アクセサリー、陶器、革製品、手芸品など

 雑貨 生活雑貨、文具、服飾小物、インテリア用品など

 物産 地場産品、土産品、特産品など（包装された既製品のみ）

 農産物 野菜、果物、花きなど

 体験 ものづくり体験、簡易なワークショップなど



14．搬入・搬出 

搬入　令和 8年 6月 27 日（土）　14:00 から 15:00 まで 

※15:00 を目安に販売を開始できるよう、速やかに搬入・設営を行うこと。 

※準備が整った店舗から順次販売を開始することができる。 

※会場内への車両乗り入れは、主催者が指定した時間及び場所に限る。 

※15:00 以降の車両乗り入れは原則認めない。 

 

搬出 

搬出は、出展者の判断により行うことができる。 

ただし、来場者の安全確保及び会場内の混雑防止のため、車両の会場内乗り入れは 20:30

以降主催者が指示した後、搬出すること。 

※歩行による荷物の搬出は、周囲の安全に十分注意して行うこと。 

※花火実施中及び来場者が多い時間帯は、無理な搬出作業を行わないこと。 

 

15．販売時間 

15:00～20:00 

※15:00 を目安に販売開始とし、準備が整った店舗から順次販売を開始する。 

※天候、混雑状況、安全管理上の理由により、主催者が販売時間を変更する場合がある。 

 

16．駐車場 

出展者用駐車場は、主催者が指定する。 

※指定場所以外への駐車は認めない。 

※搬入後、車両は速やかに指定駐車場へ移動すること。 

※出展区画内または会場内への駐車は、主催者が認めた場合を除き不可とする。 

 

17．ごみ処理 

出展により発生したごみは、出展者が責任を持って持ち帰ること。 

学校施設を使用するため、出展場所周辺の清掃に協力すること。 

 

18．事故・損害・盗難等 

出展者の商品、備品、売上金等の管理は、出展者の責任において行うこと。 

盗難、破損、事故、出展者間または来場者とのトラブルについて、主催者は原則として責

任を負わない。 

 

19．学校施設利用に関する注意事項 

会場は学校施設であるため、次の事項を遵守すること。 



・ 指定された場所以外に立ち入らないこと 

・ 校舎、備品、植栽等を汚損・破損しないこと 

・ 敷地内は喫煙しないこと 

・ 学校活動に支障が生じないよう配慮すること 

・ イベント終了後は、出展場所周辺の清掃を行うこと 

 

20．申込方法 

主催者が指定する申込フォームから申し込むこと。 

 

21．申込期限 

令和 8年 6月 19 日（金）まで 

※申込内容によっては出展をお断りする場合がある。 

※申込後、主催者からの連絡により出展の可否及び出展場所等を通知する。 


